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【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券に係るファ

ンドの名称】

野村新中国A株投信

 

【届出の対象とした募集内国

投資信託受益証券の金額】

(1)当初申込期間(平成22年10月4日から平成22年10月14日まで)

　　500億円を上限とします。

(2)継続申込期間(平成22年10月15日から平成23年11月11日まで)

　　5,000億円を上限とします。

 ＊なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期
間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。

 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成22年9月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また 第一部 証券情報、第二部 ファンド情報、第

三部 委託会社等の情報 に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

 

２【訂正の内容】

 

第一部　【証券情報】

原届出書の 第一部 証券情報 を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(2)内国投資信託受益証券の形態等

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

　なお、当初元本は1口当り1円です。

　格付けは取得していません。

（以下　略）

 

＜訂正後＞

(2)内国投資信託受益証券の形態等

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

　なお、当初元本は1口当り1円です。

　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か

ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

（以下　略）

 

 

 

第二部　【ファンド情報】

第1　【ファンドの状況】

1　ファンドの性格

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)ファンドの目的及び基本的性格

◆中国の金融商品取引所に上場している中国元建ての株式（「中国A株
※
」といいます。）等に投資

する投資信託証券を実質的な主要投資対象として、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行な

います。

◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

※中国A株とは、中国人投資家と「適格国外機関投資家」の認定を受けた中国国外の機関投資家に限定

されて流通している中国元建ての株式であり、平成22年9月16日現在、上海証券取引所上場のA株と深
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セン証券取引所上場のA株があります。

＊「野村新中国A株投信」は、「野村中国A株マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド

方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対

象という意味です。なお、マザーファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

（以下　略）

＜訂正後＞

(1)ファンドの目的及び基本的性格

◆中国の金融商品取引所に上場している中国元建ての株式（「中国A株
※
」といいます。）等に投資

する投資信託証券を実質的な主要投資対象として、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行な

います。

◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

※中国A株とは、中国人投資家と「適格国外機関投資家」の認定を受けた中国国外の機関投資家に限定

されて流通している中国元建ての株式であり、平成23年7月8日現在、上海証券取引所上場のA株と深セ

ン証券取引所上場のA株があります。

＊「野村新中国A株投信」は、「野村中国A株マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド

方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対

象という意味です。なお、マザーファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

（以下　略）

 

＜訂正前＞

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

■委託会社■

（中略）

・資本金の額

平成22年7月末現在、17,180百万円

（中略）

・大株主の状況(平成22年7月末現在)

名称 住所 所有株式数 比率

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100％

 

＜訂正後＞

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

■委託会社■

（中略）

・資本金の額

平成23年5月末現在、17,180百万円

（中略）

・大株主の状況(平成23年5月末現在)

名称 住所 所有株式数 比率

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100％
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2　投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)投資方針

（前略）

[3]中国A株等を投資対象とする別に定める投資信託証券（「指定投資信託証券」といいます。）

に実質的に投資を行ないます。

指定投資信託証券（2010年9月16日現在）

外国投資信託 ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド－チャイナAシェアーズ

・ファンド
※

外国投資信託 ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド
※

追加型証券投資信託 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託

（以下　略）

 

＜訂正後＞

(1)投資方針

（前略）

[3]中国A株等を投資対象とする別に定める投資信託証券（「指定投資信託証券」といいます。）

に実質的に投資を行ないます。

指定投資信託証券（2011年7月8日現在）

外国投資信託 ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド－チャイナAシェアーズ

・ファンド
※

外国投資信託 ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド
※

追加型証券投資信託 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託

（以下　略）

 

＜訂正前＞

(2)投資対象

（前略）

(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要

 

以下は「野村中国A株マザーファンド」が投資を行なう投資信託証券(「指定投資信
託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成22年9月16日現
在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。

（以下　略）

 

＜訂正後＞
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(2)投資対象

（前略）

(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要

 

以下は「野村中国A株マザーファンド」が投資を行なう投資信託証券(「指定投資信
託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成23年7月8日現
在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。

（以下　略）

 

＜訂正前＞

(3)運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成22年9月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(3)運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

（中略）

ファンドの運用体制等は平成23年7月8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

3　投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（前略）

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。

◆資金動向、市況動向、不慮の出来事等の場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があり

ます。

（中略）

◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、ファンドの主

要投資対象である野村中国A株マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券の解約また

は換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資

対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投

資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の受付けを中止すること、

および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。また、委託会社は、投資

対象国の株式市場等の流動性等を勘案し、購入の受付けを制限する場合があります。

◆ファンドの中国A株投資における留意点等について
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・平成22年8月末現在、中国では内外資本取引の自由化を実施しておらず、中国A株への外国人

による投資については、「適格国外機関投資家（QFII）制度」に基づいて、一定の適格要件

を満たし、中国の国内証券市場に投資することについて、中国証券監督管理委員会（CSRC）

の認定を受けた運用会社、保険会社、証券会社、商業銀行等の機関投資家（QFII）が、国家外

貨管理局（SAFE）から認可された投資枠の範囲内においてのみ投資が可能です。

（中略）

◆中国A株のリスクおよび留意点等について

①回金遅延リスク

ファンドが実質的に投資する中国A株については、SAFEの裁量で、中国の外貨収支残高状

況等を理由とした政策の変更等により、海外からの投資規制や海外への送金規制など、

外国為替取引上の規制が発生したり、円と中国元との交換が停止となる場合があり、予

定している信託財産の回金が行なえない可能性があります。すなわち、有価証券の売却

や売却代金の回金の遅延等に伴い、ファンドにおいて、換金代金等の支払いが遅延する

ことがあります。

②税制リスク

QFIIに対する課税上の取扱いとして、営業税（中国国内において課税対象となるサービ

スを展開する外国企業および財産の移転や固定資産の売却を行なう外国企業が一般に

課税される税金）については、QFIIに対して、中国での証券売買による差額収入に対し

て免除される旨、平成17年12月1日付で中国財政部及び国家税務総局より公表されてい

ます。また、QFIIが中国国内企業から得る株式配当金・利息収入については10%の企業所

得税が課される旨、国家税務総局より公表されています。なお、平成22年8月末現在、日中

間における租税条約は存在しません。

なお、将来的に、中国国内における期間収益に対する所得税等の税金が課されることと

なった場合には、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。またその場合、

当該ファンドにおける信託財産留保額が引き上げられる可能性があります。

　これらの記載は、平成22年8月末時点で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。

税率等は、現地の税率が変更された場合等は変更になる場合があります。また、中国の関

係法令は近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。

※上記は中国A株の持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全て

のリスク等を網羅したものではありません。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

（中略）

※投資リスクに関する管理体制等は平成22年9月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

（前略）

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。

◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った

運用ができない場合があります。
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（中略）

◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、ファンドの主

要投資対象である野村中国A株マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券の解約また

は換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資

対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投

資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の受付けを中止すること、

および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。また、委託会社は、投資

対象国の株式市場等の流動性等を勘案し、購入の受付けを制限する場合があります。

◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売

買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずし

も計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配

金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減

少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合

においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日

の基準価額と比べて下落することになります。

◆ファンドの中国A株投資における留意点等について

・平成23年5月末現在、中国では内外資本取引の自由化を実施しておらず、中国A株への外国人

による投資については、「適格国外機関投資家（QFII）制度」に基づいて、一定の適格要件

を満たし、中国の国内証券市場に投資することについて、中国証券監督管理委員会（CSRC）

の認定を受けた運用会社、保険会社、証券会社、商業銀行等の機関投資家（QFII）が、国家外

貨管理局（SAFE）から認可された投資枠の範囲内においてのみ投資が可能です。

（中略）

◆中国A株のリスクおよび留意点等について

①回金遅延リスク

ファンドが実質的に投資する中国A株については、SAFEの裁量で、中国の外貨収支残高状

況等を理由とした政策の変更等により、海外からの投資規制や海外への送金規制など、

外国為替取引上の規制が発生したり、円と中国元との交換が停止となる場合があり、予

定している信託財産の回金が行なえない可能性があります。すなわち、有価証券の売却

や売却代金の回金の遅延等に伴い、ファンドにおいて、換金代金等の支払いが遅延する

ことがあります。

②税制リスク

QFIIに対する課税上の取扱いとして、営業税（中国国内において課税対象となるサービ

スを展開する外国企業および財産の移転や固定資産の売却を行なう外国企業が一般に

課税される税金）については、QFIIに対して、中国での証券売買による差額収入に対し

て免除される旨、平成17年12月1日付で中国財政部及び国家税務総局より公表されてい

ます。また、QFIIが中国国内企業から得る株式配当金・利息収入については10%の企業所

得税が課される旨、国家税務総局より公表されています。なお、平成23年5月末現在、日中

間における租税条約は存在しません。

なお、将来的に、中国国内における期間収益に対する所得税等の税金が課されることと

なった場合には、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。またその場合、
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当該ファンドにおける信託財産留保額が引き上げられる可能性があります。

　これらの記載は、平成23年5月末時点で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。

税率等は、現地の税率が変更された場合等は変更になる場合があります。また、中国の関

係法令は近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。

※上記は中国A株の持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全て

のリスク等を網羅したものではありません。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

（中略）

※投資リスクに関する管理体制等は平成23年7月8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

4　手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(3)信託報酬等

（前略）

■(参考)野村中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率■

投資信託証券の名称 信託報酬率(年率)

ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド

－チャイナAシェアーズ・ファンド
0.80％

ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド 0.80％

上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 税込0.9975％（税抜0.95％）
※

※このほか、有価証券の貸付を行なった場合には、その品貸料の50％以内の額を信託報酬額に加算します。

 

　上記の信託報酬は、平成22年9月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（中略）

　ファンドが実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して算出した、受益者が実

質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。この値は、平成22年9月16日現在で想定されるもの

であり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)

1.8815％～1.9531％程度

 

＜訂正後＞

(3)信託報酬等

（前略）

■(参考)野村中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率■

投資信託証券の名称 信託報酬率(年率)

ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド

－チャイナAシェアーズ・ファンド
0.80％

ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド 0.80％
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上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 税込0.9975％（税抜0.95％）
※

※このほか、有価証券の貸付を行なった場合には、その品貸料の50％以内の額を信託報酬額に加算します。

 

　上記の信託報酬は、平成23年7月8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（中略）

　ファンドが実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して算出した、受益者が実

質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。この値は、平成23年7月8日現在で想定されるもの

であり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)

1.8815％～1.9531％程度
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5　運用状況

　原届出書の 第二部 ファンド情報　第1 ファンドの状況　5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正さ

れます。

＜更新・訂正後＞

以下は平成23年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

(1)投資状況

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 日本 23,538,795,85999.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 156,259,4580.65

合計(純資産総額)  23,695,055,317100.00
 
＜ご参考＞
「野村中国Ａ株マザーファンド」

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 ケイマン 22,634,858,81096.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 903,239,8953.83

合計(純資産総額)  23,538,098,705100.00
 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

順位
国／
地域

種類 銘柄名 数量
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本 投資信託受益証券 野村中国Ａ株マザーファンド 26,291,517,7701.013026,633,307,5020.895323,538,795,85999.34

 
＜ご参考＞
「野村中国Ａ株マザーファンド」

順位
国／
地域

種類 銘柄名 数量
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 ケイマン
投資信託
受益証券

ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド 1,313,26910,26313,478,079,7478,96311,770,830,04750.00

2 ケイマン
投資信託
受益証券

ノムラ・チャイナ・インベストメント・
ファンド－チャイナAシェアーズ・ファンド

1,218,07710,12412,332,578,9368,91910,864,028,76346.15

 

種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率(％)
投資信託受益証券 ― 99.34
合計  99.34

 
＜ご参考＞
「野村中国Ａ株マザーファンド」

種類 業種 投資比率(％)
投資信託受益証券 ― 96.16
合計  96.16

 
②投資不動産物件

該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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(3)運用実績

①純資産の推移
平成23年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

計算期間
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
 2010年10月末日 30,338 ― 1.0284 ―
 11月末日 32,136 ― 1.1426 ―
 12月末日 26,120 ― 1.0490 ―
 2011年1月末日 29,299 ― 1.0247 ―
 2月末日 35,011 ― 1.0859 ―
 3月末日 30,415 ― 1.0493 ―
 4月末日 27,376 ― 0.9995 ―
 5月末日 23,695 ― 0.8848 ―
 
②分配の推移

該当事項はありません。
 
③収益率の推移

期 収益率
第1期(中間期) 7.6 ％

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(
分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて
得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
 

(4)設定及び解約の実績

期 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1期(中間期) 39,454,805,92411,274,199,96428,180,605,960

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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＜参考情報＞　運用実績（2011年5月31日現在）

 

［基準価額・純資産の推移］（日次：設定来）

 

［分配の推移］（1万口あたり、課税前）

該当事項はありません。

 

［主要な資産の状況］

 

［年間収益率の推移］（暦年ベース）

・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。

・ファンドにベンチマークはありません。

・2010年は設定日（2010年10月15日）から年末までの収益率。

・2011年は年初から5月末までの収益率。

 

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。
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第3　【ファンドの経理状況】

1　財務諸表

　原届出書の 第二部 ファンド情報　第3 ファンドの経理状況　1 財務諸表 につきましては、以下の中間財務諸表が

更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

野村新中国Ａ株投信

(１) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定
により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規
則」という。)に基づいて作成しております。

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

  

(２) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(平成22年10月15日
から平成23年 4 月14日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けて
おります。
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(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）

第1期中間計算期間末
平成23年 4月14日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 491,120,823

親投資信託受益証券 30,321,113,902

未収入金 100,000,000

未収利息 1,170

流動資産合計 30,912,235,895

資産合計 30,912,235,895

負債の部

流動負債

未払解約金 434,492,147

未払受託者報酬 4,798,377

未払委託者報酬 159,945,780

その他未払費用 479,775

流動負債合計 599,716,079

負債合計 599,716,079

純資産の部

元本等

元本 28,180,605,960

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,131,913,856

元本等合計 30,312,519,816

純資産合計 30,312,519,816

負債純資産合計 30,912,235,895
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第1期中間計算期間
自平成22年10月15日
至平成23年 4月14日

営業収益

受取利息 257,197

有価証券売買等損益 3,038,113,902

営業収益合計 3,038,371,099

営業費用

受託者報酬 4,798,377

委託者報酬 159,945,780

その他費用 479,775

営業費用合計 165,223,932

営業利益 2,873,147,167

経常利益 2,873,147,167

中間純利益 2,873,147,167

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 913,130,484

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 208,867,143

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

208,867,143

剰余金減少額又は欠損金増加額 36,969,970

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

36,969,970

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,131,913,856
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(3)【中間注記表】

 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
第1期中間計算期間
自　平成22年10月15日
至　平成23年 4 月14日

１ 運用資産の評価基準 (１)親投資信託受益証券
及び評価方法  基準価額で評価しております。
   
２ 費用・収益の計上基準 (１)有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
   
３ その他  当ファンドの計算期間は、平成22年10月15日(設定日)から平成23年 8 月18日ま

でとなっております。
  なお、当該中間計算期間は、平成22年10月15日(設定日)から平成23年 4 月14日ま

でとなっております。
   

 
(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末
平成23年 4 月14日現在

１ 中間計算期間の末日における受益権の総数 28,180,605,960口
  
２ 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
 １口当たり純資産額 1.0757円
 (10,000口当たり純資産額 10,757円)
 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間末
平成23年 4 月14日現在

１ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

 
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。

  
２ 時価の算定方法
 ○親投資信託受益証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
 ○コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務

 
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。

  
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。

  

 
(その他の注記)
１元本の移動

第1期中間計算期間
自　平成22年10月15日
至　平成23年 4 月14日

 期首元本額 ― 円
 期中追加設定元本額 39,454,805,924円
 期中一部解約元本額 11,274,199,964円

 

 
２デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間末(平成23年 4 月14日現在)
該当事項はございません。
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参考
野村中国Ａ株マザーファンド

 
当ファンドは「野村中国Ａ株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
１ 「野村中国Ａ株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

(1)貸借対照表
対象年月日 平成23年 4 月14日現在

科目 金額(円)
資産の部  
   流動資産  
      コール・ローン 803,093,745
      投資信託受益証券 29,418,084,215
      未収入金 200,010,720
      未収利息 1,914
      流動資産合計 30,421,190,594
   資産合計 30,421,190,594
負債の部  
   流動負債  
      未払解約金 100,000,000
      流動負債合計 100,000,000
   負債合計 100,000,000
純資産の部  
   元本等  
      元本 27,845,636,792
      剰余金  
         期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,475,553,802
      元本等合計 30,321,190,594
   純資産合計 30,321,190,594
負債純資産合計 30,421,190,594

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 自　平成22年10月15日
 至　平成23年 4 月14日
１ 運用資産の評価基準及び評価方法 (１)投資信託受益証券
  基準価額で評価しております。
   
２ 費用・収益の計上基準 (１)有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
   

 
(貸借対照表に関する注記)

平成23年 4 月14日現在
１ 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額   
 １口当たり純資産額 1.0889円
 (10,000口当たり純資産額 10,889円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

平成23年 4 月14日現在
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額

 
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。

  
２ 時価の算定方法
 ○投資信託受益証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
 ○コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務

 
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。

  
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。

  
 
(その他の注記)

平成23年 4 月14日現在
１ 元本の移動及び期末元本額の内訳   
 期首(設定日) 平成22年10月15日  
 期首元本額 ― 円
 期首より平成23年 4 月14日までの期中追加設定元本額 38,575,579,230円
 期首より平成23年 4 月14日までの期中一部解約元本額 10,729,942,438円
    
 期末元本額 27,845,636,792円
 期末元本額の内訳＊   
 野村新中国Ａ株投信 27,845,636,792円
    
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

 

2　ファンドの現況

　原届出書の 第二部 ファンド情報　第3 ファンドの経理状況　2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更

新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

純資産額計算書　　　　　　　　　　　　　平成23年5月31日現在
 
Ⅰ 資産総額 23,926,925,428円
Ⅱ 負債総額 231,870,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 23,695,055,317円
Ⅳ 発行済口数 26,781,038,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8848円

 
＜ご参考＞
「野村中国Ａ株マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 23,638,098,705円
Ⅱ 負債総額 100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 23,538,098,705円
Ⅳ 発行済口数 26,291,517,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8953円
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第三部　【委託会社等の情報】

第1　【委託会社等の概況】

1　委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)資本金の額

平成22年7月末現在、17,180百万円

（以下　略）

 

＜訂正後＞

(1)資本金の額

平成23年5月末現在、17,180百万円

（以下　略）

 

 

2　事業の内容及び営業の概況

　原届出書の 第三部 委託会社等の情報　第1 委託会社等の概況　2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以

下の内容に更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)

を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資

助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成23年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きま

す。)。

種類 本数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 724 11,075,950

単位型株式投資信託 24 227,720

追加型公社債投資信託 19 5,042,554

単位型公社債投資信託 0 0

合計 767 16,346,223

 

 

3　委託会社等の経理状況

 次へ
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第2　【その他の関係法人の概況】

1　名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)受託者

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村信託銀行株式会社 30,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)

に基づき信託業務を営んでいます。

＊平成22年6月末現在

 

(2)販売会社

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでいます。

＊平成22年6月末現在

 

＜訂正後＞

(1)受託者

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村信託銀行株式会社 30,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)

に基づき信託業務を営んでいます。

＊平成23年4月末現在

 

(2)販売会社

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでいます。

＊平成23年4月末現在

 

 

第3　【その他】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部_________は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすること

があります。

(2)目論見書の巻末に約款等を掲載する場合があります。

（以下　略）
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＜訂正後＞

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすること

があります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

（以下　略）
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　原届出書の　第三部　委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　3　委託会社等の経理状況　の該当部

分を以下のように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間（自　平成22年4月1日　

至　平成22年9月30日）の中間財務諸表（以下「中間財務諸表」といいます。）が追加されます。

　※下線部_________は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表

等規則」という)、ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年８月７日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50

期事業年度(前事業年度)は、内閣府令第50号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第51

期事業年度(当事業年度)は、内閣府令第50号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

 

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度

及び当事業年度の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

＜訂正後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表

等規則」という)、ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年８月７日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50

期事業年度(前事業年度)は改正前、第51期事業年度(当事業年度)は改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定

に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成

しております。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度

及び当事業年度の財務諸表ならびに当中間会計期間の中間財務諸表について、新日本有限責任監査

法人の監査及び中間監査を受けております。
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＜中間財務諸表＞

◇中間貸借対照表

  平成22年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資産の部)   

流動資産   

現金・預金  1,452

金銭の信託  38,874

有価証券  2,300

短期貸付金  186

未収委託者報酬  10,177

未収収益  3,318

繰延税金資産  1,118

その他  260

貸倒引当金  △6

流動資産計  57,681

固定資産   

有形固定資産 ※１ 1,609

無形固定資産  11,109

ソフトウェア  11,106

その他  2

投資その他の資産  26,021

投資有価証券  8,177

関係会社株式  16,099

繰延税金資産  937

その他  807

貸倒引当金  △0

固定資産計  38,740

資産合計  96,421
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  平成22年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

 (負債の部)   

流動負債   

    関係会社短期借入金  10,000

未払収益分配金  4

未払償還金  60

未払手数料  4,495

その他未払金 ※２ 1,878

未払費用  7,118

未払法人税等  669

賞与引当金  1,518

その他  93

流動負債計  25,839

固定負債   

退職給付引当金  4,520

時効後支払損引当金  482

その他  22

固定負債計  5,025

負債合計  30,865

(純資産の部)   

株主資本  63,157

資本金  17,180

資本剰余金  11,729

資本準備金  11,729

利益剰余金  34,247

利益準備金  685

その他利益剰余金  33,561

別途積立金  24,606

繰越利益剰余金  8,955

評価・換算差額等  2,399

その他有価証券評価差額金  2,415

繰延ヘッジ損益  △16

純資産合計  65,556

負債・純資産合計  96,421
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◇中間損益計算書

  
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

区分
注記
番号

金額(百万円)

営業収益   

委託者報酬  39,377

運用受託報酬  5,636

その他営業収益  61

営業収益計  45,075

営業費用   

支払手数料  18,603

調査費  10,459

その他営業費用  2,321

営業費用計  31,385

一般管理費 ※１ 12,045

営業利益  1,645

営業外収益 ※２ 3,121

営業外費用 ※３ 48

経常利益  4,718

特別利益 ※４ 513

特別損失 ※５ 155

税引前中間純利益  5,077

法人税、住民税及び事業税  1,862

法人税等調整額  527

中間純利益  2,687
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◇中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間 （単位：百万円）

 自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

株主資本  

 資本金  

 前期末残高 17,180

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

   当中間期末残高 17,180

 資本剰余金  

   資本準備金  

 前期末残高 11,729

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 11,729

 資本剰余金合計  

 前期末残高 11,729

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 11,729

 利益剰余金  

   利益準備金  

 前期末残高 685

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

     当中間期末残高 685

 その他利益剰余金  

     別途積立金  

 前期末残高 24,606

 当中間期変動額  

 当中間期変動額合計 －

       当中間期末残高 24,606

     繰越利益剰余金  

 前期末残高 9,872

 当中間期変動額  

   剰余金の配当 △3,605

   中間純利益 2,687

 当中間期変動額合計 △917

       当中間期末残高 8,955

 利益剰余金合計  

 前期末残高 35,164
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 当中間期変動額  

 剰余金の配当 △3,605

 中間純利益 2,687

 当中間期変動額合計 △917

     当中間期末残高 34,247

 株主資本合計  

 前期末残高 64,074

 当中間期変動額  

 剰余金の配当 △3,605

 中間純利益 2,687

 当中間期変動額合計 △917

   当中間期末残高 63,157

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

 前期末残高 3,056

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △640

 当中間期変動額合計 △640

   当中間期末残高 2,415

 繰延ヘッジ損益  

 前期末残高 175

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △192

 当中間期変動額合計 △192

   当中間期末残高 △16

 評価・換算差額等合計  

 前期末残高 3,231

 当中間期変動額  

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △832

 当中間期変動額合計 △832

   当中間期末残高 2,399

 純資産合計  

 前期末残高 67,306

 当中間期変動額  

   剰余金の配当 △3,605

   中間純利益 2,687

   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △832

 当中間期変動額合計 △1,749

   当中間期末残高 65,556
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[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

 
　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

 
１　有価証券の評価基準及び評価
方法

 

 
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております)

時価のないもの…移動平均法による原価法  

　
２　デリバティブ取引等の評価基
準及び評価方法

時価法
 
 

３　金銭の信託の評価基準及び評
価方法

 

時価法
 
 

４　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法に
よっております。

 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフト

ウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額
法によっております。
 

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。　

 (2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま

す。　
 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付
型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発
生していると認められる額を計上しております。
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定
額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理すること
としております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異
は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することと
しております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務

は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法により、発生した事業年度から費用処理する
こととしております。

 (4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ

いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支
払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
 

６　リース取引の処理方法 リース取引開始日が平成20年４月１日より前の所有権移転外
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
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　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

７　ヘッジ会計の方法 (1)   ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段
に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産
または負債として繰り延べる方法によっております。
　また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、
振当処理を行っております。

(2)   ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段－為替予約

ヘッジ対象－投資有価証券、短期貸付金

(3)   ヘッジ方針

投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッ

ジしております。

(4)   ヘッジ有効性評価の方法
為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺
効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期
的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。

 
８　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によってお

ります。
 

９　連結納税制度の適用
 

連結納税制度を適用しております。
 

 

 

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

 
　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

資産除去債務に関する会計基準
 

当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。
　これによる損益への影響はありません。　　
　　

 

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

平成22年９月30日現在

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 2,221百万円

　

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その

他未払金」に含めて表示しております。
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◇中間損益計算書関係

　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産 205百万円

無形固定資産 2,093百万円

長期前払費用 4百万円

　

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 1,346百万円

金銭の信託運用益 1,554百万円

　　

※３  営業外費用のうち主要なもの

支払利息 38百万円

　

※４　特別利益の内訳

投資有価証券売却益 419百万円

株式報酬受入益 94百万円

　

※５　特別損失の内訳

投資有価証券売却損 149百万円

投資有価証券等評価損 6百万円

 

 

 

 

◇中間株主資本等変動計算書関係

　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 平成22年３月末 増加 減少 平成22年９月末

普通株式 5,150,693株－ － 5,150,693株

　

２　配当に関する事項

　　　配当金支払額

　　　　平成22年５月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

　　　　・普通株式の配当に関する事項

（1）配当金の総額 3,605百万円

（2）１株当たり配当額 700円

（3）基準日 平成22年３月31日

（4）効力発生日 平成22年６月１日
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◇リース取引関係

　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１　ファイナンス・リース取引

(1)   所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの)

　　 該当事項はありません。

 

(2)   所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

有形固定資産（器具備品）

取得価額相当額 460百万円

減価償却累計額相当額 325 

中間期末残高相当額 135

 

 

②　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 88百万円

１年超 53 

合計 141 

　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 52 

支払利息相当額 2 

　

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については利息法によっております。

 

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料   

１年内 7百万円

１年超 7 

合計 14 
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◇金融商品関係

当中間会計期間 （自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日）

 

金融商品の時価等に関する事項

平成22年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の

とおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めており

ません。

  （単位：百万円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 1,452 1,452 -

(2)金銭の信託 38,874 38,874 -

(3)短期貸付金 186 186 -

(4)未収委託者報酬 10,177 10,177 -

(5)有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 9,681 9,681 -

(6)関係会社株式 3,064 68,074 65,010

資産計 63,436 128,446 65,010

(7)関係会社短期借入金 10,000 10,000 -

(8)未払金 6,439 6,439 -

　　未払収益分配金 4 4 -

　　未払償還金 60 60 -

　　未払手数料 4,495 4,495 -

　　その他未払金 1,878 1,878 -

(9)未払費用 7,118 7,118 -

(10)未払法人税等 669 669 -

負債計 24,227 24,227 -

(11)デリバティブ取引（＊）    

ヘッジ会計が適用されていないもの - - -

ヘッジ会計が適用されているもの △22 △22 -

デリバティブ取引計 △22 △22 -

 
（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   （1）現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて

当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
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 （2）金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金

等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取

引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバ

ティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産につい

ては短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっておりま

す。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額

によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くだ

さい。

 

(6）関係会社株式

取引所の価格によっております。

 

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

 

注2：非上場株式（中間貸借対照表計上額：投資有価証券796百万円、関係会社株式13,035百万円）

は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが

極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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◇　有価証券関係

 

当中間会計期間末 （平成22年９月30日）

 

１．満期保有目的の債券(平成22年９月30日)

該当事項はありません。

 

２．子会社株式及び関連会社株式(平成22年９月30日)

 

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

関連会社株式 3,064 68,07465,010

合計 3,064 68,07465,010

 

３．その他有価証券(平成22年９月30日)

 

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

   

株式 4,541 282 4,258

投資信託 1 1 0

小計 4,542 283 4,258

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

   

株式 － － －

投資信託(※１) 2,839 3,003 △163

譲渡性預金 2,300 2,300 －

小計 5,139 5,303 △163

合計 9,681 5,586 4,094

 

(※１)   当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引につい

てヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は△16百万円（税効果会計適用後）であり、

中間貸借対照表に計上しております。
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◇　デリバティブ取引関係

  当中間会計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （１）通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の

方法

デリバティブ

取引の種類等

主なヘッジ

対象
契約額等

契約額のうち

1年超
時価

当該時価の算定

方法

原則的処理方法 為替予約取引 投資信託 2,809 - △22
先物為替相場に

よっている

為替予約等の振

当処理
為替予約取引 短期貸付金 186 - (*1)　 - -

 合   計  2,996 - (*1)△22 -

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一
体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載して
おります。

 

◇　セグメント情報等

当中間会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分
と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
ます。

 

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収
益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産

　 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しておりま
す。

 

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占
める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しておりま
す。

 

（追加情報）

当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会
計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用し
ております。
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◇１株当たり情報

　自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

 

１株当たり純資産額 12,727円70銭

１株当たり中間純利益 521円87銭

(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式
がないため、記載しておりません。

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 2,687百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 2,687百万円
期中平均株式数 5,150千株
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成22年11月24日

 
野村アセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中
 
 

新日本有限責任監査法人   

 

指定有限責任社員
 公認会計士  英　　　公　一　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  亀　井　純　子　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  伊　藤　志　保　㊞

業務執行社員

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成２２年

４月１日から平成２３年３月３１日までの第５２期事業年度の中間会計期間（平成２２年４月

１日から平成２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用し

て行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成２２年９月３０日現在

の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　　上

 

(注)　上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成23年6月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中　     

 

 

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
 公認会計士  英　　　公　一　㊞

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  伊　藤　志　保　㊞

業務執行社員

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新中国Ａ株投信の平成22年10月15日から平

成23年4月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及

び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基

準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、野村新中国Ａ株投信の平成23年4月14日現在の信託財産の状

態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年10月15日から平成23年4月14日まで）

の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以   上
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(注)　1．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。

2．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

次へ
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